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第１ 総 説 

１ 計画のねらい 

○ 本県においては、労働者の職業能力開発を促進するため、昭和 46年度から 10次に

わたり「岩手県職業能力開発計画」を策定し、種々の施策を展開してきた。 

 

○ 近年、職業能力開発を取り巻く環境は、人口減少を背景に、震災関連復興需要や企

業の生産活動の改善等により雇用情勢は着実に改善していたが、令和２年からの新型

コロナウイルス感染症の拡大による個人消費の低迷や企業の生産活動の停滞の影響

により、有効求人倍率が低下するなど急激に雇用環境は悪化した。その後、個人消費

や企業の生産活動は緩やかに持ち直しているものの、依然として厳しい状況は続いて

いる。 

一方で、中長期的には少子高齢化の進行等に伴い、幅広い産業で人手不足となると

予想され、経済を維持・拡大するうえで、労働者一人ひとりの生産性を高めていくこ

とが課題となる。 

 

○ また、平成 23年３月に発生した東日本大震災津波の被災地域の復興の着実な推進

に向けて、産業振興による被災地域における雇用の創出を図るとともに、離職者等

に対しては、求人が見込まれる公共事業や住宅建築等の建設関連分野、事業再開や

産業の回復に伴い需要が拡大する分野、地域産業を牽引する分野への就職を促進す

るための職業能力開発の機会を引き続き提供していく必要がある。 

 

○ さらに、国が令和３年３月 29日付けで公示した第 11次職業能力開発基本計画にお

いては、人口減少社会、デジタル技術の社会実装の進展及び Society5.01の実現への

潮流等を背景として、産業構造・社会環境の変化を踏まえた職業能力開発の推進、労

働者の自律的・主体的なキャリア形成の推進、労働市場のインフラの強化、全員参加

型社会の実現に向けた職業能力開発の推進、技能継承の推進、職業能力開発分野の国

際連携・協力の推進が職業能力開発の方向性として示されたところであり、本県とし

ても、これに沿った職業能力開発施策を推進していく必要がある。 

 

○ 本計画は、このような状況を踏まえ、また、国の職業能力開発基本計画に基づき、

職業能力開発の方向性と基本的施策を明確にし、計画的な施策の推進を通し、人口減

少社会に立ち向かい、被災地の産業の復興や本県が振興する産業の発展を担う人材の

育成を図ることを狙いとするものである。 

 

○ なお、経済情勢の変動等に伴って、本計画の対象期間中に新たな施策が必要となる

場合には、本計画の趣旨等を踏まえつつ、必要に応じて弾力的に対応していくことと

する。 

 

２ 計画の位置づけ 

  ○ この計画は、職業能力開発促進法第７条１項に規定する都道府県職業能力開発計画   

であり、厚生労働大臣が策定する職業能力開発基本計画に基づき策定するよう努める   

                         
1 Society5.0：サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会

的課題の解決を両立する、人間中心の社会。 
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ものとしている。 

   

  ○ また、「いわて県民計画（2019～2028）」、「いわてＩＴ2産業成長戦略」、「いわてもの 

づくり産業人材育成・確保・定着指針」等の各種戦略と整合と調和を図りながら、 

職業能力の開発及び向上を推進する計画である。 

 

３ 計画期間 

○ 本計画は、令和４年度から令和８年度までの５か年計画とする。  

                         
2 IT：information technologyの略。情報技術。IT分野とは、インターネット・Web、通信、情報処理サービス、ソフトウ

ェア、ハードウェアに関連する分野。 
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第２ これまでの取組の成果と課題 

   平成 29年３月に策定した第 10次岩手県職業能力開発計画（計画期間 平成 28年度

～令和２年度）では、「人口減少社会に立ち向かい、被災地の産業の復興や本県が振興

する産業の発展を担う人材の育成を図る。」をねらいとして、次の６つの項目を方向性

の柱として、以下を推進してきたもの。 

 

１ 生産性向上に向けた人材育成の強化 

  IT人材の育成強化や、労働者の主体的なキャリア形成の推進、企業・業界における人材

育成投資の促進を進め、特にも IT 分野における人材の育成については、訓練規模の拡充

を行うなど強化してきた。 

目標項目である「情報系分野の離職者等再就職訓練の受講者数・就職率」について、５

年間の累計では、受講者数は目標 1,000人に対し 911人の実績、就職率は目標 80.0％に対

し、80.7％の実績となった。 

    生産性向上に向けた人材の育成強化は、更なるデジタル技術の活用のため、今後も重要

であり、引き続き IT人材等の育成に向けた職業能力開発を強化する必要がある。 

 

２ 「全員参加の社会の実現加速」に向けた女性・若者・中高年齢者・障がい者等の個々の   

特性やニーズに応じた職業能力底上げの推進 

「全員参加の社会の実現加速」に向け、女性に対してはライフステージに応じた多様な

働き方を可能とする職業能力開発の促進、若者に対しては社会適応能力や職業意識の醸成

を図る職業能力開発の促進、中高年齢者に対しては経験や能力を活かせる職業能力開発の

機会の提供、障がい者に対しては障がいの態様や求職ニーズに対応したきめ細かな職業能

力開発の機会の提供を図るなど個々の訓練ニーズに応じた施策を展開してきた。 

目標項目である「離職者等を対象とした職業訓練における女性の受講者数」について、

５年間の累計では、目標 5,500 人に対し 4,434 人の実績に留まったものの、「離職者等再

就職訓練等の就職率」については、目標 75.0％に対し、78.3％の実績となった。「障がい

者委託訓練受講者数」については、法定雇用率の引上げに伴う受講者数の減少により、目

標 185人に対し 123人の実績となった。 

 今後も、すべての者がスキルアップできるよう、関係機関等との連携を強化しながら、

個々の特性やニーズに応じた支援策を継続して実施する必要がある。また、より多くの受

講者を確保するため、職業能力開発について企業等へ周知を図っていく。 

 

３ 産業界のニーズや地域の創意工夫を活かした人材育成の推進 

建設分野等、特定の分野での人手不足が深刻となり、高齢化の一層の進展により介護人

材の大幅な不足も進んでいるため、これらの分野への就職を促進する職業訓練を実施して

きた。 

また、復興需要を担う人材の育成や、被災地域の経済活性化に向けて、被災地域の産業

振興施策に対応した職業能力開発施策を実施し、必要な人材を供給してきた。 

 さらに、ものづくり分野における優れた人材の育成や、観光業界の求人ニーズに対応し

た職業能力開発施策を実施してきた。 

 目標項目である「需要が見込まれる分野（介護系、情報系及び観光分野）の離職者等再

就職訓練の受講者数・就職率」について、５年間の累計では、受講者数は目標 2,300人に

対し 1,802 人の実績に留まったものの、就職率は目標 80.0％に対し 83.4％の実績となっ
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た。 

 国際競争力が高く、地域の産業・雇用に好循環をもたらす、ものづくり産業の振興に向

けて、ものづくり産業人材の育成を強化するとともに、引き続き、需要や成長が認められ

る IT、医療・福祉分野等の人材育成が必要である。 

 

４ 人材の最適配置を実現するための労働市場インフラの戦略的展開 

職業能力開発制度と職業能力評価制度を中心とした労働市場インフラの戦略的展開が

重要であり、そのためには、人材ニーズを的確に捉えるとともに、関係機関との連携に努

めてきた。 

また、業界内検定や社内検定の拡充・普及や、国における技能検定制度や本県独自の技

能評価認定制度などの職業能力評価制度等の普及に努め、ジョブ・カード制度の活用促進

により、労働者のキャリアアップや非正規労働者の正社員化、多様な人材の円滑な就職等

の促進につなげてきた。 

目標項目である「在職者訓練の修了者数（県実施分）」について、５年間の累計では、目

標 11,500 人に対し 8,901 人の実績となった。また「技能検定受検者数」については、目

標 10,000 人に対し 9,494 人の実績となり、「技能検定受検合格者数（延べ数）」について

は、目標累計値 60,917人に対し 60,287人の実績となった。 

今後も、在職者訓練の拡充や技能検定制度等の推進等により、労働者のキャリアアップ

や正社員化に繋げる。 

 

５ 技能の振興 

  技能尊重気運を醸成することにより、技能の継承と発展を図り、若年技能者の育成に 

 つなげてきた。 

  目標項目である「技能五輪全国大会の出場者数、入賞率」について、５年間の累計では、

出場者数は目標 185人に対し 130人の実績に留まったものの、入賞率は、目標 18.0％に対

し 41.5％の実績となった。 

  技能の振興とともに、技能の継承が課題となっており、円滑な継承を図るためには、関 

係機関との連携の下、競技大会への参加促進を図り、若年層の技能への関心を高めること 

が重要である。 

 

６ 職業訓練のインフラの充実等 

  産業技術短期大学校など県立職業能力開発では、訓練内容の効果的な周知と良好な訓練

環境の整備に努め、高度化・多様化し発展する産業を支える人材を育成するため、新規学

卒者や在職者を中心に職業能力開発を効果的に実施してきた。また、国の職業能力開発施

設や職業訓練法人と訓練内容等の PRなどの連携を図りながら、支援を行ってきた。 

  目標項目である「職業能力開発施設における県内企業への就職率」について、５年間の

累計では、目標 67.0％に対し 60.6％の実績となった。（※なお、本社の所在地が県外であ

るが、県内に事業所がある会社を県内就職として計算した場合の県内就職率は、81.2％と

なる。） 

  今後も、訓練ニーズを踏まえながら、訓練環境の整備等を進めるとともに、国の職業能

力開発施設や職業訓練法人との連携を図り、効果的な職業訓練の実施に努めていく。   
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第３ 職業能力開発をめぐる環境の変化 

１ 労働市場の現状と変化 

 (1) 雇用・失業情勢 

  ・ 本県の有効求人倍率は、震災復興関連需要や企業の生産活動の改善等に伴い、平成

22年度以降改善し、平成 25年度以降１倍を超えているものの、令和２年度は新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、大幅に低下した。 

・ 保安の職業、建設・土木の職業のように震災復興に直接関連する職業のほか、介護

に関連する職業、販売の職業、サービスの職業（特に接客・給仕の職業や飲食物調理

の職業）など、特定の分野での人手不足が深刻となっている。 

・ 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所による都道府県別将来推計人口（平成

29年推計）によると、本県の65歳以上人口の割合は全国より高い値で推移しており、

これに伴い、特に介護人材については、今後、大幅な不足が予想されるところである。 

  ・ 本県の完全失業率は、平成 21年の 5.7％をピークにその後改善してきたが、令和２

年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、やや上昇した。 

  ・ 総務省の経済センサスに基づく本県の労働生産性は、421 万円と全国 35 位となっ

ており、全国平均よりも低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

【有効求人倍率の推移】[全国・岩手県] 

 （倍） 

 

（厚生労働省、岩手労働局発表資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】  

・ 人手不足が深刻な分野への就職を促進する職業能力開発の重点的な実施 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響による雇用環境の悪化等に対応した支援 

・ 労働生産性の向上に繋げるため、IT人材等の育成を促進 
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【人手不足分野における有効求人倍率の推移】［岩手県］ 

（倍）                                        （各年度３月時点） 

 

 

 

【老年人口の推移】［岩手県］ 

 老年人口 （参考：全国） 

65歳以上（人） 割合(％) 65歳以上（千人） 割合(％) 

2000年（平成 12年） 303,988 21.5 22,005 17.3 

2005年（平成 17年） 339,957 24.7 25,672 20.1 

2010年（平成 22年） 360,498 27.2 29,246 23.0 

2015年（平成 27年） 386,583 30.5 33,465 26.6 

2020年（令和２年） 406,276 33.7 36,207 29.8 

2025年（令和７年） 413,247 30.6 36,771 30.0 

2030年（令和 12年） 408,444 33.6 37,160 31.2 

2035年（令和 17年） 399,479 35.5 37,817 32.8 

（2020年以前は総務省「国勢調査」、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」） 

 

 

【介護職員数推計】［岩手県］  

（実人数）  

 令和元年 令和5年 令和7年 令和12年 

需要推計 19,731人 25,366人 26,831人 27,088人 

供給推計 19,731人 24,166人 24,126人 23,602人 

差引 0人 1,201人 2,705人 3,486人 

（令和元年 岩手県保健福祉部長寿社会課） 

 

 

 

 

 

（岩手労働局「求人・求職のバランスシート」） 

※一般及びパートを含む全数（岩手労働局発表資料） 
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【完全失業率の推移】[全国・岩手県] 

（％） 

 

                     

 

【労働生産性の比較】[岩手県・上位都府県・東北各県] 

（万円）                                         （％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務省「労働力調査」※都道府県結果はモデル推計値による） 

 

（総務省「平成 24年、28年経済センサス」） 

※労働生産性＝付加価値額／従業員数で算出 、○数字は全国順位 
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(2) 東日本大震災津波による影響 

・ 東日本大震災津波により被災した沿岸 12 市町村の 1,973 事業所を対象に行った第

12回被災事業所復興状況調査（平成 30年 9月 21日公表）によると、労働者の充足状

況では「充足している」と回答した事業所の割合が 69.3％で前回（平成 29年９月公

表 第 11回調査）より 0.6ポイント減少した。 

  一方、「充足率が 80％に満たない」と回答した事業所の割合が 14.4％で、前回より

1.5ポイント上昇した。 

・ 産業分類別の状況では、「充足している」と回答した事業所の割合が卸売小売業な

どで 79.9％と高かったが、製造業が 62.1％、建設業が 62.9％、水産加工業が 49.5％

となっている。 

 

 

 

 

 

 

【労働者の充足状況】[岩手県] 

 

 

 

【課題】  

沿岸地域の離職者に対し、必要な分野への就職を促進する職業能力開発の重点

的な実施 

 

（岩手県 「第12回被災事業所復興状況調査」）  
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２ 労働の供給面の変化と課題 

 (1) 人口、生産年齢人口 

・ 本県は、全国に先立って、平成９年から人口減少社会に移行して以降人口減少が続

いており、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によれば、令和 17年には 102万

９千人になると見込まれ、これに伴い、生産年齢人口も減少の一途をたどっている。 

・ 国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来推計人口（平成 30年推計）」によ

ると、令和 17年の生産年齢人口は 52万９千人になると見込まれ、総人口に占める割

合は概ね５割になると推測されている。 

 

 

 

 

 

 

 

【人口の推移と推計人口】[岩手県]                               

(千人) 

 

 

 

【年齢構成の推移と推計】[岩手県]                       (千人) 

 

 
   

【課題】 

・ 生産年齢人口の減少が進む中で、女性、若者、中高年齢者、障がい者等の労働力確

保と職業能力の開発及び向上 

・ 労働者一人ひとりの職業能力の底上げや IT人材の育成等による生産性の向上 

   

（総務省「国勢調査」、岩手県「岩手県人口移動報告年報」、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来推計人口（H30推計）」） 

  

 

将来推計人口 

（総務省「国勢調査」、岩手県「岩手県人口移動報告年報」、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来推計人口（H30推計）」） 
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(2) 非正規雇用労働者 

 ・ 県内の雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は、全国平均と比較すると低く 

なっている。 

・ 男女別でみると、平成 29年では、男性が 21.4％、女性が 52.2％となり、平成 24年 

と比べて減少したものの、平成 14年、19年調査と比較するとなお高くなっている。 

・ 総務省の調査によると、本県の非正規雇用労働者となっている理由の中で、「正規の 

職員・従業員の仕事がないから」が 15.9％となっており、全国平均より 3.3ポイント 

高くなっている。 

 

 

 

 

【非正規の職員・従業員割合】 

 岩手県 全国 全国との差 

平成29年 35.7％ 38.2％ △2.5％ 

平成24年 37.6％ 38.2％ △0.6％ 

平成19年 33.5％ 35.6％ △2.1％ 

 

【男女別非正規の職員・従業員の割合の推移】［岩手県］ 

  （％） 

     

 

【非正規の職員・従業員に就いている主な理由】[北海道・東北] 

  

【課題】  

企業内における能力開発の機会に恵まれにくい非正規雇用労働者に対して、労

働者一人ひとりの適性に合った職業能力開発の機会の提供 

  

（総務省「就業構造基本調査」） 

  

 

（総務省「平成 29年就業構造基本調査」） 

  

 

（総務省「就業構造基本調査」） 
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(3) 女性 

・ 全国的に女性の就業率は、上昇傾向にありＭ字カーブの底は浅くなっている。一方

で、30歳以上は非正規雇用の割合が多くなっており、正規雇用率で見れば、「Ｌ字カ

ーブ」となっている。 

・ 本県の平成 29年の女性の非正規雇用の割合は、52.2％となっている。（男性の非正

規雇用割合は 21.4％） 

・ 本県の女性の就業者割合を産業別にみると、平成 22 年と平成 27 年の比較では、

第１次産業及び第２次産業の割合が低下した一方、第３次産業の割合は上昇した。  

平成 22年において最も就業者割合が高かったのは「医療・福祉」であったが、平

成 27 年においても「医療・福祉」が最も高く、次いで「卸売・小売業」、「製造業」

の順となっている。 

   ・  平成 30年度に県内の女性を対象に行った調査によると、女性が職業をもつことに  

ついて、「一生もちつづける」が 61.7％であり、平成 21年度調査以降「一生もちつ 

づける」の割合は増加している。 

   

 

 

 

 

 

 

【女性の就業率と正規雇用率】［全国］ 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

・ 女性のライフステージにおける多様な求職ニーズに対応した職業能力開発の

提供 

 

（総務省「労働力調査（詳細集計）」） 
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【男女、雇用形態別雇用者数、割合】［岩手県］ 

 
※ 平成14年及び 19年における「非正規の職員・従業員」の実数については、総務省による公表値がないことから、「パート」「アル

バイト」などの非正規の雇用形態に就いている雇用者数の合計値を用いていること 

 

 

【産業別、15歳以上女性就業者割合】［岩手県］ 

（％） 

 
 

 【女性が職業をもつことについてどう思うか（女性の回答）】［岩手県］ 

 

 

（総務省「国勢調査」） 

  

 

（総務省「就業構造基本調査」） 

  

 

（岩手県「平成30年度 男女が支える社会に関する意識調査」） 
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(4)  若年者 

・  本県の最近３年間の新規高等学校卒業者の就職内定率（各年３月末）は、ほぼ 100％

であり、求人数も増加傾向にある。 

・ 若年者である 15～24歳及び 25～34歳の完全失業率をみると、平成 22年以降、雇

用情勢の改善に伴い低下傾向が続いているが、総数に比較すると高い水準で推移して

いる。 

・ 本県の新規学卒（高等学校）就職者の在職期間別離職率については、平成 29 年３

月高校卒業者の３年以内離職率は 37.8％と４割を下回り減少傾向にある。 

・ 全国の若年無業者3の数は、2019年平均(令和元年)で 56万人であったが、2020年平

均で 69万人と、前年に比べ 13万人の増加となった。本県の若年無業者の数は、平成

29年総務省の就業構造基本調査によると、推計 5,800人となっている。 

・ 令和２年度に県内の高校生を対象に行った調査によると、職業や就職先を決める際

に重視する点として、「将来性や安定性があること」が 37.7％、「給与・賃金が高いこ

と」が 35.7％、「自分に適した仕事であること」が 27.6％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規高等学校卒業者の年度別求人数及び就職希望者数等の推移】［岩手県］ 

（千人） 

 

 

 

 

 

 

 

                         
3
 若年無業者：15歳から 34歳までの非労働者人口のうち、家事も通学もしていない人。 

（岩手労働局「新規学校卒業予定者の就業紹介状況」） 

  

 

【課題】 

・ 就労経験に乏しい若年者の就職を支援するため、日本版デュアルシステム訓練な

どの企業実習付き職業訓練への誘導など、就職につながりやすい職業訓練の推進 

・ 就労経験に乏しい若年者に対する、コミュニケーション能力を含めた人間関係調

整能力の醸成を図る職業能力開発の機会の提供 

・ 若年無業者等に対する職業的自立に向けた専門的相談等の支援、職業意識の醸成

及び実践的な職業能力開発の機会の提供 
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【職業や就職先を決める際に、重視する点】［岩手県高校生］ 

 

 

 

【完全失業率（年齢階級別）の推移】［全国］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務省「労働力調査」） 

  

 

（岩手県)「令和２年度岩手県職業能力開発基礎調査」） 
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【新規学卒（大学）就職者の在職期間別離職率の推移】［岩手県］ 

  

（岩手労働局） 

【新規学卒（高等学校）就職者の在職期間別離職率の推移】［岩手県］                

           

 

【若年無業者の人数の推移】［全国］ 

 

※若年無業者については 15～34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者として集計 

（岩手労働局） 

  

 

（総務省「労働力調査」） 
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(5) 中高齢者 

・ 本県の 60歳以上の常用労働者は上昇傾向にあり、令和２年度は 35,000人を超え

る水準となっている。 

 ・ 平成 14年から平成 29年の有業率の推移においても、60歳から 74歳まで男女と

もに上昇している。 

・ 令和２年度に県内の事業所を対象に行った調査によると、中高齢者の採用に関

して、「積極的に採用したい」が 7.4％、「有為な人材であれば採用したい」が

67.4％であった。また、中高齢者の活躍が期待される職種では、「技能・技術職」

が 57.4％、「管理・監督職」が 23.7％であった。 

 

 

 

 

 

【60歳以上の常用労働者の推移】［岩手県］ 

   

                                  (岩手労働局「高年齢者雇用状況報告 R2.6」) 

 

【年齢階級別有業率－平成 14年～29年】［岩手県］ 

（％） 

  

（平成 29年度就業構造基本調査〔岩手県版〕） 

  

 

【課題】 

・ これまで培った経験や能力を活かせる分野の職業能力開発の推進 

 ・ 豊富な経験や熟練した技能等強みを発揮し、これを継承する環境づくり 
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【中高齢者の採用】          【中高齢者の活躍が期待される職種】[岩手県事業所] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(岩手県)「令和２年度岩手県職業能力開発基礎調査」 
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(6)  障がい者 

・ 本県の民間企業における障がい者実雇用率は上昇傾向にあり、全国の実雇用率や、

法定雇用率4を上回っている状況である。 

・ 障がい者の特性からすぐに就職することが難しい場合や、様々な訓練を経て就労し

たいといった多様なニーズがある。 

・ 令和２年度に県内事業所を対象に県が行った調査によると、事業所の 57.5％が障  

がい者の雇用に課題を感じているものの、42.5％が特に課題はないと回答している。

また、障がい者の雇用を促進するために行政に期待することとしては、「助成金や奨

励金等の支援」が 53.3％、「障がい者訓練の充実」が 32.4％、「障がい者の職業訓練

施設の整備」が 21.2％と続く。  

 

 

 

 

 

【民間企業における年次別障がい者実雇用率の推移】[全国・岩手県］ 

 

 

                         
4 法定雇用率：民間企業、国、地方公共団体が、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、身体障害者、知的障害

者及び精神障害者を雇用しなければならない一定割合のこと。令和 3年 3月 1日からの法定雇用率は、国、地方公共団体等

は、2.6%、都道府県等の教育委員会は 2.5%、民間企業は 2.3%。上記グラフは令和 2年 6月 1日現在のもの。 

【課題】 

・障がい者の多様なニーズに対応したきめ細かな職業能力開発の機会の提供 

（岩手労働局） 
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【障がい者雇用の課題は有るか】 【障がい者の雇用促進するため行政に希望すること】[岩手県] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(岩手県)「令和２年度岩手県職業能力開発基礎調査」 
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(7)  就職氷河期5世代 

・ 全国では、正規雇用を希望しながら、現在は非正規雇用で働いている者が約 50 万

人、就業を希望しながら、様々な事情により求職活動をしていない長期無業者が約 40

万人となっている。 

・  総務省の調査によると、本県では、正規雇用を希望しながら、現在は非正規雇用で

働いている者が約 6,200人、就業を希望しながら、様々な事情により求職活動をして

いない長期無業者が約 3,500人となっている。 

 

 

 

 

 

 

【就職氷河期世代の中心層となる 35～44歳の現状(2018年)】 

項 目    全 国 岩手県 

人口（35歳～44歳） 1,689万人 154,300人 

 ①不安定な就労状態に有る方 

(不本意ながら非正規雇用で働く方) 

約 50万人 約 6,200人 

②長期間にわたり無業の状態に有る

方 

約 40万人 約 3,500人 

 

 

 
   

※１ パート・アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員、嘱託その他に該当する者 

   ※２  現職の雇用形態(非正規)についた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者 

このほか、潜在的な正規雇用労働者も想定される。 

   ※３ 非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者 

     ※４ 「従業上の地位不詳」と「就業状態不詳」の合計 

 

                         
5 就職氷河期：バブル崩壊後の就職が困難であった時期（1993年から 2005年卒が該当するとされる）。 

（総務省「平成 29年就業構造基本調査」、総務省「労働力調査 2018年」 

  

 

【課題】 

  雇用環境の厳しい時期に就職活動を行い、現在も不安定就労や無業状態にある

等、様々な課題を抱える就職氷河期世代が、各自のライフスタイルや段階に合わせ

て正規雇用化を目指すことができるような支援の実施 

   

（総務省「労働力調査 2018年」） 
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(8)  外国人労働者 

・  本県では、外国人を雇用している事業所数は 960事業所で、前年同期より 53事業

所(5.8％)増加した。また、外国人労働者数は 5,407人で、前年同期より 231人(4.5％)

増加した。事業所数及び労働者数ともに、過去最高を記録した。 

・ 国籍別では、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、アメリカと続く。産業

別では、製造業での就労が全体の 54.8％を占めている。 

 

【課題】 

    新たな在留資格である「特定技能6」による外国人材など、外国人労働者の重要性 

の高まりに対応した就労支援  

 

 

【外国人雇用事業者数及び外国人労働者数の推移】［岩手県］ 

  

（岩手労働局「外国人雇用状況の届出状況」（令和２年 10月末現在）） 

 

【国籍別外国人労働者数と構成比】       【産業別外国人労働者数と構成比】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     （岩手労働局「外国人雇用状況の届出状況」（令和２年 10月末現在）） 

                         
6 特定技能：日本国内で充分な人材の確保ができない 14分野を「特定産業分野」として、特定産業分野に限って外国人が

現場作業などで就労することを可能にした新たな在留資格。 
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３ 労働の需要面の変化と課題 

 (1)  県の産業の動向 

  ・ 県内総生産（名目）の産業別動向をみると、第１次産業は横ばい、第２次産業は平

成 23年度以降増加傾向で推移しているのに対し、第３次産業は減少傾向にある。 

・  平成 30年度の県内総生産(名目)は、前年度比 1.6％増と８年連続の増加となった。

第 2次産業は、製造業と建設業が増加したことにより、前年度比 4.0％増と８年連続

の増加となっている。 

・ 経済産業省の試算では、IT関連市場の規模の拡大に伴う IT人材の不足数は、今後

も増加していくものと見込んでいる。 

・ 令和２年度に県内 IT企業を対象に県が行った調査によると、「IT人材が不足してい

る」と回答した企業は 69.4％である。 

 

【課題】 

  ・ 国際競争力が高く、地域の産業・雇用に好循環をもたらすものづくり産業人材の育 

   成 

・ 東日本大震災津波の復興工事等による建設業の需要増加に対応した職業能力開発の 

重点的な実施 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響の下、社会全体の DX(デジタルトランスフォー 

メーション7)の加速化の促進に対応可能な IT人材等の育成 

 

 

【県内総生産（名目）の産業別構成比の推移】［岩手県］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （岩手県「平成 30年度岩手県県民経済計算年報」、内閣府「国民経済計算」） 

 

 

 

 

                         
7
 DX（デジタルトランスフォーメーション）：ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概

念。 
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【経済活動別県内総生産（名目）】［岩手県］ 
（百万円） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【IT人材「不足数」(需給ギャップ)に関する試算結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本調査における IT人材は、IT企業及びユーザー企業の情報システム部門等に属する職業分類上の「システムコンサルタント・設

計者」、「ソフトウェア作成者」、「その他の情報処理・通信技術者」を IT人材として試算 

 

 

 

 

 

 

 
 

（岩手県「平成 30年度岩手県県民経済計算年報」） 

  

 

試算においては、将来の IT関連市場の成長の見通しによって低位・中位・高位の３種のシナリオを設定。低位シナ
リオでは、市場の伸び率を 1％程度(民間の市場予測等に基づく将来見込み)、高位シナリオでは市場の伸び率を 3～
9％程度(企業向けアンケート結果に基づく将来見込み)、中位シナリオはその中間(2～5％程度)と仮定した。さらに、
低位・中位・高位の各シナリオにつき、今後、労働生産性が上昇しない場合(0.0％)と、労働生産性が毎年0.7％、
又は、＋2.4％上昇する場合の 3種類の条件のもとで試算を実施した。 

（経済産業省「IT人材需給に関する調査(概要)2019.3」） 

  

 

ITニーズの拡大により 
IT関連市場規模は、 

今後も拡大 

IT関連産業の採用拡大等を
背景に IT人材数は増加 
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【県内 IT企業の IT人材確保の状況について】［岩手県］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（岩手県 令和３年「県内 IT企業の現状に関するアンケート集計結果」） 
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(2)  産業構造の変化 

・ 本県の平成 28年 6月 1日時点の事業所数は 59,451事業所、従業者数は 525,264人

と減少傾向にある。 

・ 本県の事業所数について、産業大分類でみると、平成 28年 6月 1日時点では、「卸

売･小売業」が最も多く、次いで、「サービス業（他に分類なし）」、「宿泊業・飲食サー

ビス業」、「医療・福祉」の順となっており、平成 21 年と比較して増加しているのは

「医療・福祉」である。 

・ 本県の従業者数について、産業大分類でみると、平成 28年 6月１日時点では、「卸

売･小売業」が最も多く、次いで「製造業」、「医療・福祉」、「サービス業(他に分類な

し)」、「建設業」、「宿泊業・飲食サービス業」の順となっている。なお、平成 21年と

比較して増加しているのは、「医療・福祉」である。 

 

 

 

 

【主な産業大分類別事業所数】［岩手県］ 

（人） 

 

 

【主な産業大分類別従業者数】［岩手県］ 

 （人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（総務省「事業所・企業統計調査」、総務省・経済産業省「平成 28年経済センサス-基礎調査」） 

  

 

【課題】 

  今後も就業者の割合が高まることが見込まれる医療、福祉分野の人材育成 

   

（総務省「事業所・企業統計調査」、総務省・経済産業省「平成 28年経済センサス-基礎調査」） 
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(3)  企業の職業能力開発 

・ 企業の、OFF-JTに支出した費用の労働者一人当たり平均額は令和２年度調査によれ

ば 0.7万円であり、前年度に比べて大幅に減少している。 

・ 本県の有業者の職業訓練・自己啓発の状況について、雇用形態別でみると、職業訓

練・自己啓発をした者の割合は、「正規の職員・従業員」が 43.8％と最も高く、次い

で「会社などの役員」（36.2％）、「契約社員」（32.6％）となっている。 

   

【課題】 

・ 企業による人材育成投資がより限定的になることが懸念されるため、企業内の 

計画的な OJTや OFF-JT8、キャリアコンサルティング9を促進する取組の支援 

 
【OFF-JTに支出した費用の労働者一人当たりの平均額（費用を支出している企業の平均額）の
推移】［全国］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【職業訓練・自己啓発をした者の割合】［岩手県］ 

(％) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         
8 OJT、OFF-JT：OJT は実際の職務現場で業務を通して行う教育訓練、OFF-JT は、職務現場を一時的に離れて行う教育訓練。 
9 キャリアコンサルティング：個人が、その適性や職業経験等に応じて自らの職業生活設計を行い、これに即した職業選択

や能力開発を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて実施される相談その他の支援のこと。 

(総務省「就労構造基本調査(平成 29年)」) 

  

 

（厚生労働省「能力開発基本調査」） 
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 (4) 本県における職業人材の状況 

・ 令和２年度に県内の事業所を対象に県が行った調査によると、現在又は近い将来

において人材が「不足する」と回答した事業所が 71％であった。 

・ 現在又は近い将来に不足すると考えている職種として、「技術職」が 46％、「技

能職」が 39％、「事務職」が 26％と続いている。 

・ 採用に当たり求めている人材の能力として、「コミュニケーション能力・協調

性」が 50.9％で最も高く、続いて「基礎的な知識・技能」が 49.9％、「積極性・意

欲」が 43.6％、「関係資格の取得」が 28.8％と続いており、基本的な能力が求めら

れていることが窺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現在又は近い将来における人材不足の状況】[岩手県] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(岩手県)「令和２年度岩手県職業能力開発基礎調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】  

・ 県内事業所の約７割が人材不足を実感しており、県内定着に繋げるための人

材育成の強化 

・ 人材不足であると回答した職種は「技術職」が最も多く、そこに対応した職

業能力開発の実施 
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【現在又は将来不足すると考えている人材の職種とその解消方法】[岩手県] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(岩手県)「令和２年度岩手県職業能力開発基礎調査」 

 

 

【採用に当たり求めている人材の能力】[岩手県] 

 
(岩手県)「令和２年度岩手県職業能力開発基礎調査」 
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４ 職業能力開発実施機関の状況 

 (1)  公的機関 

ア 県の職業能力開発施設 

県は、県立産業技術短期大学校をはじめとして県内に５施設を設置し、新規高校

卒業者を主な対象として、職業能力開発を実施している。また、在職者を対象とし

た職業能力開発を施設内で実施しているほか、離職者や障がい者等を対象とした職

業能力開発を外部の団体等に委託して実施している。 

① 職業能力開発短期大学校 

[産業技術短期大学校 本校] 

・ 新規高校卒業者を主な対象として、メカトロニクス技術科をはじめ５科にお

いて、２年課程（専門課程）の高度職業訓練を実施している。 

・ ２年課程（専門課程）卒業者及び在職者を対象として、産業技術専攻科にお

いて、オーダーメイドカリキュラム10を取り入れた 1年課程の高度職業訓練を実

施している。 

・ 在職者を対象として、２日間程度の高度職業訓練を実施している。 

・ 離職者、若年者、障がい者等を対象として、職業訓練法人等の民間教育訓練

機関に委託して２か月～６か月間の普通職業訓練を実施している。 

 

[産業技術短期大学校 水沢校] 

・ 新規高校卒業者を主な対象として、生産技術科をはじめ３科において、２年課

程（専門課程）の高度職業訓練を実施している。 

・ 離職者、若年者、障がい者等を対象として、職業訓練法人等の民間教育訓練

機関に委託して２か月～６か月間の普通職業訓練を実施している。 

 

② 職業能力開発校 

[千厩高等技術専門校] 

・ 新規高校卒業者を主な対象として、自動車システム科において２年課程の普通

職業訓練を実施している。 

 

[宮古高等技術専門校] 

・ 新規高校卒業者を主な対象として、自動車システム科において２年課程の普通

職業訓練を実施している。 

・ 新規高校卒業者及び在職者を主な対象として、金型技術科において１年課程の

普通職業訓練を実施している。 

・ 在職者を対象として、２日間程度の普通職業訓練を実施している。 

・ 離職者、若年者、障がい者等を対象として、職業訓練法人等の民間教育訓練機

関に委託して２か月～６か月間の普通職業訓練を実施している。 

 

[二戸高等技術専門校] 

・ 新規高校卒業者を主な対象として、自動車システム科及び建築科において２年

課程の普通職業訓練を実施している。 

・ 在職者を対象として、２日間程度の普通職業訓練を実施している。 

                         
10 オーダーメイドカリキュラム：実際に企業が抱える生産工程等の課題を研究テーマとして取り組み、企業と連携した人材

育成を実施している。 
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・ 離職者、若年者等を対象として、職業訓練法人等の民間教育訓練機関に委託し

て２か月～４か月間の普通職業訓練を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 国の職業能力開発施設 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が国に代わって職業能力開発施設を

設置し、運営している。 

   

[岩手職業能力開発促進センター（ポリテクセンター岩手）] 

・ 離職者を対象として、テクニカルオペレーション科をはじめとして６科におい

て６か月～７か月間の短期課程の普通職業訓練を実施している。また、住宅施工

技術科については、東日本大震災被災地域の人材ニーズ等を踏まえて設定した訓

練コースとして実施していく。 

・ 「生産性向上人材育成支援センター」を設置し、中小企業等を対象に人材育成

プランの提案を行うとともに、ものづくり分野の在職者訓練及び生産性向上支援

訓練を実施している。 

    ・ 求職者支援制度の普及及び訓練の認定や指導を行っている。 

    ・ 事業主が行う職業訓練に対する援助事業を実施している。 

        

 

 

 

(2) 職業訓練法人等 

事業主等（職業訓練法人）は、自ら設置した施設あるいは市等が設置した施設を借り

受けて（施設の管理を市等から受託して）、在職者等を対象とした職業訓練を実施して

いるほか、国や県からの委託を受けて、離職者や障がい者等を対象とした職業訓練を実

施している。 

 

[職業能力開発校（認定高等職業訓練校）] 

・ 在職者を主な対象として、木造建築科等において１年～４年間の普通職業訓練（養

成訓練）を実施している。 

・ 在職者を主な対象として、12時間以上６か月未満の普通職業訓練（向上訓練）を

実施している。 

・ 県からの委託を受けて、離職者、若年者、障がい者等を対象とした、２か月～６

か月間の普通職業訓練を実施している。 

・ 新規高校卒業者を主な対象として、コンピュータ・ビジネス科とコンピュータ・

システム科の２科において、２年課程の普通職業訓練を実施している。（北上コン

【課題】 

求職者やその他労働者の職業能力開発のため、多くの受講者の確保 

  

【課題】 

・  県立職業能力開発施設における学科やカリキュラムの内容について、高校生

や保護者に周知を進めること 

・ 社会全体の DXの加速化等、労働需要の構造的な変化に対応したカリキュラム

の見直し 

・ 地域の職業能力開発ニーズ等を踏まえた、訓練内容の柔軟な見直し 

・ 適切な訓練環境の確保 
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ピュータ・アカデミー） 

 

  [専門学校等の民間教育訓練機関] 

・ 国や県からの委託を受けて、離職者、若年者、障がい者等を対象として、２か月

～24か月間の普通職業訓練を実施している。 

 

 

 

 

 

(3) その他の施設 

職業能力開発促進法に基づく施設ではないが、専門学校等の民間教育訓練機関におい

ても職業訓練・職業教育を実施している。 

 

（参考） 職業訓練の種類と職業能力開発施設の関係 

訓練の種類 訓練課程 訓練対象者 県 国 
事業主 

団体等 
実施施設 

高度職業訓練 

専門課程 新規高校卒業者 ◎ ― ― 産業技術短期大学校 

応用短期 

課程 

専門課程卒業者 

在職者 
◎ ― ― 産業技術短期大学校 

専門短期

課程 
在職者 ◎ ◎ ― 

産業技術短期大学校 

ポリテクセンター岩手 

普通職業訓練 

普通課程 
新規高校卒業者 ◎ ― ◎ 

高等技術専門校 

北上コンピュータ・アカデミー 

在職者 ― ― ◎ 認定高等職業訓練校 

短期課程 

在職者 ◎ ― ◎ 
高等技術専門校 

認定高等職業訓練校 

離職者 ○ ◎、○ △ 
ポリテクセンター岩手 

認定高等職業訓練校等 

障がい者 ○ ― △ 認定高等職業訓練校等 

◎：施設内で自ら実施するもの、○：委託して実施するもの、△：受託して実施するもの、―：実施していないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

民間のノウハウを活用し、地域の人材ニーズや労働者を取り巻く環境

の変化に対応した柔軟な職業能力開発の実施 
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第４ 職業能力開発の方向性 

   第２に示した第 10 次岩手県職業能力開発計画の取組の成果と課題を踏まえ、第３に

示したこれまでの職業能力開発をめぐる環境の変化に鑑み、職業能力開発の方向性を以

下のとおり定める。 

 

１ 産業構造・社会環境の変化を踏まえた職業能力開発の推進 

国の第 11次職業能力開発基本計画においては、Society5.0の実現に向けた経済社会の

構造改革の進展や新型コロナウイルス感染症の影響の下で、感染拡大の防止と経済活動の

両立の実現に対応した社会全体の DX の加速化の促進を踏まえた職業能力開発の推進や、

IT 人材など時代のニーズに即した人材育成を強化するとともに、職業能力開発分野での

新たな技術の活用や企業の人材育成の強化を図ることが掲げられている。 

本県は、全国を上回るスピードで少子高齢化が進行し、生産年齢人口が減少している中

で、人口減少に立ち向かって、産業の発展を図っていくためには、若者、女性、中高齢者、

障がい者等を含めた一人ひとりが職業能力を底上げすることと、IT 等のデジタル技術を

活用することにより、生産性を高めていく必要がある。 

現状では、IT等のデジタル技術を活用した課題解決・業務効率化や他の業務領域との協

力・連携を行える人材が不足しており、そうした育成を推進していく必要があることから、

ITや新たな技術を活用した職業能力開発等の推進を図っていく。 

  また、本県のものづくり産業は、県経済のけん引役として、また、雇用の受け皿として、

重要な役割を担ってきた。国際競争力が高く、地域の産業・雇用に好循環をもたらすもの

づくり産業の振興に向けて、重要な鍵となるものづくり産業人材の育成を強化していく。 

  

２ 全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の推進 

一人ひとりの希望や能力、価値観等に応じた多様な働き方の選択ができ、誰もが活躍で

きる全員参加型社会の実現のため、すべての者がスキルアップできるよう、個々の特性や

ニーズに応じた支援策を講じる。非正規雇用労働者に対しては企業が主体となった継続的

な人材育成の促進、女性の活躍推進については、結婚、出産、子育てなどのライフステー

ジに応じた多様な働き方を可能とする職業能力開発の推進、就労経験に乏しい若者に対し

ては社会適応能力や職業意識の醸成を図る職業能力開発の促進、中高年齢者に対してはそ

れまで培った経験や能力を活かせる職業能力開発の機会の提供、障がい者に対しては障が

い特性やニーズに対応したきめ細かなキャリア形成支援を行うなど個々の訓練ニーズに

応じた施策を展開していく。 

 

３ 労働者の自律的・主体的なキャリア形成の推進 

日本型の雇用慣行が徐々に変化するとともに、急速なデジタル化の進展や労働市場の不

確実性の高まり、人生 100年時代の到来による職業人生の長期化等により、労働者に求め

られる能力も変化していく。労働者が時代のニーズに即したスキルアップができるよう、

キャリアプランの明確化を支援するとともに、幅広い観点から学びの環境整備を推進する。 

 

４ 技能継承の促進 

  若年層の技能への関心を高め、技能尊重気運を醸成することにより、技能の継承と発展

を図り、若年技能者の育成につなげていく。 
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５ 職業能力開発施設等における産業人材の育成の推進 

  産業の高度化及び多様化により、今後益々重要性を増す産業人材の育成について、職業

能力開発施設等の環境整備に努めながら進めていく。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 37 - 

 

第５ 職業能力開発の基本的施策 

１ 産業構造・社会環境の変化を踏まえた職業能力開発の推進 

(1) IT人材の育成強化 

国の第 11 次職業能力開発基本計画においては、Society5.0 の実現に向けた経済

社会の構造改革の進展や社会全体のDXの加速化の促進を踏まえた職業能力開発の推

進や、ＩＴ人材など時代のニーズに即した人材育成を強化するとともに、職業能力

開発分野での新たな技術の活用や企業の人材育成の強化を図ることが掲げられてい

る。ＩＴ等のデジタル技術を活用した課題解決・業務効率化や他の業務領域との協

力・連携を行える人材が不足しており、そうした育成を図るため、ＩＴや新たな技術

を活用した職業能力開発等の推進を図る。 

①IT分野における在職者訓練の拡充［県、認定職業訓練団体、機構］ 

県立職業能力開発施設では、施設内・外において IT人材の育成に資する在職

者訓練の拡充を行い、認定職業訓練については、従業員の IT活用能力の開発を

積極的に行えるよう、広く IT を活用できる人材を育成するため IT 分野の訓練

コースの拡充を検討する。また、機構においては、在職者に対して、民間を活用

し、ITの活用による生産性の向上に向けた訓練の提供を行う。 

②IT分野における離職者等再就職訓練の拡充［県、機構］ 

  離職者等再就職訓練において、広く IT を活用できる人材を育成するため IT

分野における訓練コースの拡充を行い、機構では IT 活用スキルや基礎的な IT

リテラシー11等の習得に資する訓練を組み込んだ訓練コースの設定を行う。 

③新技術に対応した職業訓練プログラムの開発・実施［機構］ 

ものづくり分野における IoT12やロボット等の第 4 次産業革命13に関連する技

術の習得に向けた職業訓練プログラムの開発・実施を推進する。 

④高度 IT人材の育成［県］ 

  県内 IT 企業に対する最新分野の研修の実施、IT 企業間、IT 企業と他産業と

の交流機会の創出、県内中小企業に対する ITリテラシー向上に向けた啓発を推

進する。 

⑤県立職業能力開発施設における IT分野のカリキュラムの充実［県］ 

  高度化する IT産業に対応した訓練を実施するため、企業や高等教育機関との

連携を強化しながら、高度な人材の育成や、広い分野において ITを活用できる

人材を育成できる訓練環境を提供する。 

 

 (2) ITや新たな技術を活用した職業能力開発等の推進 

 近年、教育分野において EdTech14が進展しており、一人ひとりの能力や適性に応じ

て個別最適化された学びの実現に向けた取組が進められている。また、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大の下で、テレワークやオンライン会議が急速に普及して

                         
11 ITリテラシー：通信、ネットワーク、セキュリティなど、情報技術の要素を理解する能力、操作する能力。 
12 IoT(Internet of Things)：様々な「モノ(物)」がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御する

仕組み。 
13 第 4次産業革命：人工知能（AI）や IoT、ロボットなどの IT技術によって、製造業を中心に産業構造を大きく転換しよ

うとする動き。 
14 EdTech(エドテック)：教育(Education)×テクノロジー(Technology)を組み合わせた造語で、教育領域にイノベーション

を起こすビジネス、サービス、スタートアップ企業の総称。 
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いる中で、職業能力開発分野においても、受け手の利便性や職業能力開発の効果を

高める観点から、新しい技術を積極的に取り入れながら職業訓練や企業内研修を進

めていく。 

 ①デジタル技術等の活用によるオンライン訓練の推進［県］ 

 IT や新たな技術を活用し、公共職業訓練や職業能力開発施設等のオンライン

訓練を推進する。 

②ものづくり分野の新たな IT 技術の導入に向けた訓練手法を開発・検証［機構］ 

訓練内容の高度化や訓練実施の効率化を図るため、ものづくり分野の職業訓

練における新たな IT技術の導入に向けて、訓練手法の開発・検証を進める。 

③オンラインを活用したキャリアコンサルティングを推進［国］ 

労働者が身近に、必要な時にキャリアコンサルティングを受けることができ

る環境を整備するために、オンラインを活用したキャリアコンサルティングを

推進する。 

   

(3) ものづくり産業人材の育成強化 

      本県のものづくり産業は、県経済のけん引役として、また、雇用の受け皿として、

重要な役割を担ってきた。国際競争力が高く、地域の産業・雇用に好循環をもたら

すものづくり産業の振興に向けて、重要な鍵となるものづくり産業人材の育成を強

化していく。 

     ①地域ものづくりネットワーク15等関係機関との連携による人材育成の強化［県］ 

      各地域のものづくりネットワークが中心となって地域ニーズに沿った産業人 

材を育成するため、ものづくりコーディネーターの配置、指導力向上等への支援

を行い、小中高生から企業人材まで一貫した人材育成を支援する。 

②企業の高度化や課題解決に資する高度技術者・技能者の育成［県］ 

  高等教育機関等の連携、高等教育機関等と高校との連携強化により、一体的

な教育プログラムによる高度人材育成の取組を推進するとともに、ものづくり

産業の基盤となる技術に係る人材育成の取組を推進する。 

③ものづくり企業や産業への理解を深める機会の提供［県］ 

小中学生には、工場見学や企業による出前授業等により、地域の企業や産業

を身近に感じてもらうような機会を提供し、高校生においては、工場見学や出

前授業に加えて、技能・技術講習会やインターシップを実施するなど、向上心を

醸成する取組やものづくり企業の理解を増進する取組を推進する。 

④ものづくり分野の在職者訓練及び生産性向上支援訓練の実施［機構］ 

   ポリテクセンターに設置した「生産性向上人材育成支援センター」において、

中小企業等を対象に、企業の人材育成に関する相談支援及び人材育成プランの

提案を行うとともに、ものづくり分野の在職者訓練及び生産性向上支援訓練を

実施する。 

⑤新技術に対応した職業訓練プログラムの開発・実施［機構］（再掲） 

ものづくり分野における IoT やロボット等の第 4 次産業革命に関連する技術

の習得に向けた職業訓練プログラムの開発・実施する。 

⑥ものづくり分野の新たな IT 技術の導入に向けた訓練手法の開発・検証［機構］

（再掲） 

                         
15 地域ものづくりネットワーク：県内５地域において、産業界、教育界及び行政が会員となり、生徒や学生のインターンシ

ップの受入れ、企業関係者の学校への派遣など、地域の産業人材の育成のための活動を行っている。 
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訓練内容の高度化や訓練実施の効率化を図るため、ものづくり分野の職業訓

練における新たな IT技術の導入に向けて、訓練手法の開発・検証を進める。 

   

(4) 企業・業界における人材育成の強化 

 労働者の実践的な職業能力開発を図る上で、計画的な OJT や OFF－JT を受けられ

る機会が確保されることが重要であり、企業の事業転換や外部から人材を受け入れ

る場合等においては、実習をはじめとしたニーズに即した実践的な教育訓練の機会

の提供を行い、職業能力を高めることが重要であり、その支援をすることが必要で

ある。 

①ニーズに即した在職者訓練の実施［県] 

中小企業等のニーズを踏まえて、県立職業能力開発施設における在職者訓練

を実施する。 

②認定職業訓練の効果的な活用の促進［県］ 

 企業と地域の認定高等職業訓練校とが連携し、地域産業を支える人材を育成 

するために必要な職業訓練の実施を推進する。 

③中小企業への実践的な人材育成等の支援［機構］  

企業の人材育成に関する相談支援及び人材育成プランの提案を行うとともに、

在職者訓練、オーダーメイド型の訓練を中心とする生産性向上支援訓練を実施

する。 

④職業訓練指導員の派遣や施設・設備の貸出し、事業主団体と共同で訓練コース

を開発・実施［県、機構］ 

  中小企業等への支援として、職業訓練指導員の企業への派遣や、ポリテクセ

ンター等の施設・設備の貸出し、事業主団体と共同で訓練コースを開発・実施す

るなど、個々の実情に応じた支援を行う。  

⑤企業におけるキャリアコンサルティングの推進を支援［国］ 

労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発等を促進していくた

めに、企業におけるキャリアコンサルティングの推進を支援する。 

⑥職業能力開発推進者に対する研修等を支援［労働局、職業能力開発協会］ 

 企業内おけるキャリア形成支援の充実を図るため、職業能力開発推進者に対

する研修等を実施する。 

     

(5) 被災地域の復興の着実な推進に向けた職業能力開発の実施 

 沿岸地域を中心とした離職者等の職業能力開発を促進し、被災地域の復興推進や

産業振興に向けて、地域に必要な人材の育成に対応した職業訓練を推進する。   

また、今後予想される災害に対応した施設改修等の防災対策を講じるとともに、

求められるニーズに対応した職業能力開発を実施する。 

①岩手職業能力開発促進センター（ポリテクセンター岩手）における離職者訓練

の実施［機構］ 

  東日本大震災被災地域の離職者等を対象とした職業能力開発を実施する。 

②被災地域の需要に対応した職業訓練の実施 [県、機構、労働局、認定職業訓練

団体等] 

   被災地域の需要に対応した職業訓練を実施する。 
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【目標】 

項   目 実績 

（令和元年度） 

実績 

（令和２年度） 

各年度達成 

すべき目標 

ＩＴ分野の在職者訓練の修了者数

（県実施分） 
１６７人 １２８人 １６７人 

在職者訓練の修了者数（県実施分） １，８５８人 １，３８０人 １，８８０人 

介護・医療・IT分野の離職者等 

再就職訓練の受講者数・就職率 

２７４人 

８７．２％ 

３３８人 

７８．１％ 

３４３人 

８７．２％ 

離職者等再就職訓練の就職率(県委

託訓練分) 
８１．２％ 

７３．６％ 

(R3.8.31現在) 
８０．０％ 

 

２ 全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の推進 

(1) 非正規雇用労働者の職業能力開発 

 非正規雇用労働者の正社員への移行を推進するため、国のキャリアアップ助成金16

の普及を図るなどして、企業内の訓練機会の確保に努める。 

 また、離職した非正規雇用労働者の就職を促進するため、離職者等再就職訓練の

実施の推進を図り、特に、正規雇用の経験が少ない者を安定した雇用に結び付ける

効果的な方策である企業実習付きの日本版デュアルシステム訓練17の受講の勧奨に

努める。 

 更に、非正規雇用労働者など雇用保険の受給資格のない離職者への職業訓練と訓

練期間中の生活支援（給付）を行う職業訓練制度である「求職者支援制度18」を推進

する。 

 ①企業内キャリアコンサルティングの実施、キャリアパスの整備や職業能力の向

上を促進［国、労働局、県］ 

   非正規雇用労働者が企業内でキャリアアップできるよう、企業内におけるキ

ャリアコンサルティングの実施とともに、キャリアパスの整備や企業内におけ

る訓練の実施及び計画的な配置を通じた職業能力の向上を促進する。 

②短時間訓練コースの設定［県、労働局、機構］ 

  非正規雇用労働者が働きながら訓練を受講しやすいよう、短時間の訓練コー

スを設定する。 

③日本版デュアルシステム等による訓練の推進［県］ 

正規雇用の経験が少ない者を安定した雇用に結び付ける効果的な方策である 

日本版デュアルシステム訓練などの雇用型訓練を推進する。 

④求職者支援訓練等の活用［労働局、機構］ 

非正規雇用労働者等の安定した就職を促進するため、求職者支援訓練等を活

用し、企業外における職業能力開発を推進する。 

                         
16 キャリアアップ助成金：非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実

施した事業主に対して助成する国の制度。 
17 日本版デュアルシステム訓練：若年者や職業能力形成機会に恵まれなかった者等を対象に、企業実習又は OJTとこれに密

接に関連した教育訓練機関における OFF-JTを組み合わせにより実施し、修了時に能力評価を行う訓練制度。機構及び都道府

県において実施している。本県では、原則、３か月の座学と１か月の企業実習を組み合わせて実施している。 
18 求職者支援制度：再就職や転職を目指す求職者が、月 10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受給

する制度。 
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⑤離職者等再就職訓練の実施［県］ 

  離職した非正規労働者の就職を促進するため、離職者等再就職訓練において

求職者のニーズを踏まえた訓練コースの設定を行う。 

 

(2) 女性の職業能力開発 

出産・育児・介護のために長期に離職した女性や就業経験が少ない母子家庭の母

等は、十分な職業能力の形成の機会に恵まれていない場合が多いことから、就業相

談を通じて、一人ひとりの状況に応じた適切な情報を提供するほか、企業の求人状

況を踏まえながら、再就職に結びつく職業能力開発の機会を提供するとともに、離

職せずに継続就業した場合もキャリアアップの機会が制約されないよう職業能力開

発の機会の提供を推進する。 

①マザーズハローワーク19等でのキャリアコンサルティングの実施[ハローワー

ク] 

  マザーズハローワーク等において、子育て中の女性、母子家庭の母等に対し、

一人ひとりの希望や状況等に応じて、キャリアコンサルティングを実施し、積

極的な職業能力開発の機会の提供を推進する。 

②介護、医療、IT 分野での訓練コースの設定、託児サービス付きの訓練及び短時

間訓練コースの設定［県］ 

  公的職業訓練において、介護、医療、IT 分野等の女性が活躍している分野で

の訓練コースを設定するほか、子育て中の女性が受講しやすくなるよう、託児

サービス付きの訓練コースや短期間の訓練コースを設定する。 

③母子家庭の母等への就業相談・就業支援等の実施 [県] 

母子家庭の母等に対して、就業相談、就業支援講習会等を行い、自立や就業継

続のための支援を行うとともに、雇用ニーズに合致した委託訓練を実施するこ

とにより、母子家庭の母等の自立支援を図る。 

④女性就業援助事業（技術講習）の実施 [県] 

  再就職を希望する女性に対して、職業能力開発の機会を提供し、再就職を支援

する。 

 

(3) 若年者の職業能力開発 

  望ましい勤労観・職業観の形成や人間関係調整能力などの豊かな人間性の涵養、

就業力の向上に係る発達段階に応じた教育を推進するため、「いわてキャリア教育指

針」や県内の各大学が策定したプログラムに沿って、関係者が相互に協力しながら

各種施策に取り組む。 

また、若年者自身が職業について考えることや、自らの適性にあった職業選択が

できるように、職業的自立支援を強化し、適切な助言や知識・技能の習得のほか、コ

ミュニケーション能力等の基礎的能力を向上させることができる教育訓練機会を提

供する。 

 更に、初等中等教育を含む学校段階から多様な職業について理解を深め、就業前

から適切な職業意識を持つことが、その後の職業人生に重要であることから、学校

等関係機関と連携し、児童・生徒等への職場体験等の支援とともに、ものづくり体験

                         
19 マザーズハローワーク：子育てをしながら就職を希望している女性に対して、キッズコーナーの設置など子供連れで来所

しやすい環境を整備し、担当者制による職業相談、地方公共団体等との連携による保育所等の情報提供、仕事と子育ての両

立がしやすい求人情報など、総合的かつ一貫した就職支援を行う施設。 
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や技能講習会、「ものづくりマイスター20」による実技指導の実施を推進する。 

 ①小中学校及び高校におけるキャリア教育の取組支援 [県] 

 「いわてキャリア教育指針」等に基づき、発達段階に応じた計画的・組織的な

キャリア教育の取組を支援する。 

②大学、産業技術短期大学校等職業能力開発施設におけるキャリア教育の取組 

[各大学、職業能力開発施設] 

  入学時からの一貫したキャリア教育の取組により職業観の確立を図る。 

③「ものづくりマイスター」の活用［国］ 

  初等中等教育を含む学校段階から多様な職業について理解を深め、就業前か

ら適切な職業意識を身に付けさせるため、学校等関係機関と連携し、児童・生徒

等への職場体験等の支援とともに、ものづくり体験や技能講習会、「ものづくり

マイスター」による実技指導の実施を推進する。 

④学校等関係機関との連携による支援［県、国、関係市］ 

   職に就いていない若者等について、経済的に自立させ、地域社会の担い手と

するため、地域若者サポートステーションにおいて支援を行うとともに、地方

自治体や学校等の関係機関との連携による切れ目ない支援の強化を行う。 

⑤セルフ・キャリアドック21やオンラインを活用したキャリアコンサルティング 

の機会の確保［国］ 

  若者のキャリア形成を支援するため、セルフ・キャリアドックやオンライン

を活用したキャリアコンサルティングの機会を確保する。 

⑥日本版デュアルシステム22等による訓練の推進［県］(再掲) 

就業経験の少ない若者が、就職するために必要なスキルを得るうえで効果的

な日本版デュアルシステム訓練、雇用型訓練等による若者向けの訓練の推進を

図る。 

⑦ジョブカフェによる就業支援 [県]  

自らの適性や職業能力を的確に把握し、求められる職業能力に対応できるよ

うに、ジョブカフェにおいてキャリアコンサルティングを実施し、ハローワーク

と連携して、職業に関する相談援助、職業紹介など、若年者の就業のための一連

のサービスをワンストップで提供する。 

⑧就業支援員、県内就業・キャリア教育コーディネーターによる就業・キャリア教

育支援 [県] 

   就業支援員や県内就業・キャリア教育コーディネーターを広域振興局や地域

ジョブカフェに配置し、若年者の職場定着支援、高校生の就職支援、就業に関す

る相談対応などを行う。 

 

                         
20 ものづくりマイスター：厚生労働省の「若年技能者人材育成支援等事業（ものづくりマイスター制度）」で認定・登録され

た、ものづくりに関して優れた技能、経験を有する建設業及び製造業に該当する職種の技能者。技能競技大会の競技課題など

を活用し、中小企業や学校などで若年技能者への実践的な実技指導や効果的な技能の継承や後継者の育成を行う。 
21 セルフ・キャリアドック：労働者のキャリア形成における「気づき」を支援するため、年齢、就業年数、役職等の節目に

おいて定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組みのこと。入社時や役職登用時、育児休業からの復

職時など、企業ごとに効果的なタイミングでキャリアコンサルティングを受ける機会を従業員に提供することにより、従業

員の職場定着や働く意義の再認識を促すといった効果が期待されるほか、企業にとっても人材育成上の課題や従業員のキャ

リアに対する意識の把握、ひいては生産性向上につながるといった効果が期待される。 
22 日本版デュアルシステム：「働きながら学ぶ、学びながら働く」ことにより若者を一人前の職業人に育てる職業訓練シス

テム。具体的には、企業における実習訓練と教育訓練機関における座学（企業における実習訓練に関連した内容）を組み合

わせにより実施し、修了時に能力評価を行う訓練制度。 
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(4) 中高年齢者の職業能力開発 

中高年が多様な経験と熟練した技術・技能等を十分発揮できるよう、中高年のキャ

リア形成を支援するため、セルフ・キャリアドック等による若年期からの継続的なキ

ャリアコンサルティングの機会を確保する。 

また、在職中の職業能力開発の向上が必要との視点から、労働者に対する訓練機

会の確保や更なるスキルアップを図る在職者向けの訓練を実施する。 

①セルフ・キャリアドックの推進［国］ 

中高年が多様な経験と熟練した技術・技能等を十分発揮できるよう、キャリ

アプランの再設計を考えるキャリアコンサルティングの機会を提供する。また、

中高年のキャリア形成を支援するため、セルフ・キャリアドック等による若年

期からの継続的なキャリアコンサルティングの機会を確保する。 

②高齢者の継続雇用の実現に向けて、中高年労働者が身に付けておくべき能力の

習得に資する訓練コースを提供［機構］ 

  65歳超の高齢者の継続雇用の実現に向けて、生産性向上支援訓練の一環とし

て、中高年労働者向けの訓練コースを提供する。 

③生涯現役支援窓口23における求人情報の提供や各種ガイダンスの実施[ハローワ

ーク] 

  ハローワークに設置している生涯現役支援窓口において、シニア世代の採用

に意欲的な企業の求人情報の提供や、多様な就業ニーズに応じた情報の提供や

各種ガイダンスを実施する。 

  

(5) 障がい者の職業能力開発 

 障がい者の雇用・就労が円滑に行われるように、地域の福祉関係機関や労働関係    

機関との連携を図りながら、就学時期から卒業後に至る各段階での障害特性や多様

なニーズに対応したきめ細かな職業能力開発の機会を提供する。 

 また、障がい者技能競技大会の開催により、障がい者一人ひとりの職業能力の向

上を図るとともに、企業や社会一般の人々への障がい者に対する理解と認識を深め、

障がい者雇用の促進につなげていく。 

 ①障がい者の多様なニーズに対応した委託訓練の実施［県］ 

  地域の多様な民間職業訓練機関等を活用し、障がい者の能力、適性及び障がい

者雇用ニーズに対応した機動的な委託訓練の実施に努める。 

②施設のバリアフリー化の推進、精神保健福祉士等の配置等により環境を整備［県、

機構］ 

  施設のバリアフリー化の推進、精神保健福祉士等の専門家の配置等により、

障がい者が入校しやすい環境を整備し、障がい者の職業訓練機会の拡充を図る。 

③関係機関との連携の強化［県、ハローワーク、関係団体］ 

 訓練実施主体である県、機構、労働局及びハローワークが中心となって、地域

における雇用、福祉、教育、医療・保健及び経済団体等関係機関との連携・協力

体制を推進する。 

 ④アビリンピック（全国障害者技能競技大会）の実施［国］ 

アビリンピック（全国障害者技能競技大会）への参加を推進し、障がい者一人    

                         
23 生涯現役支援窓口：ハローワークに、高齢求職者の職業生活の再設計に係る支援等を実施するため、相談窓口を設置し、

採用に意欲的な企業の求人情報や多様な就業ニーズなどの応じた情報の提供、シニア世代に適した各種ガイダンスを実施し

ている。 
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ひとりの職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々への障がい者

に対する理解と認識を深め、障がい者雇用の促進につなげていく。  

⑤岩手県障がい者技能競技大会の開催 [県、機構] 

障がい者の職業能力の向上と雇用の促進を図るため、ワープロ、パソコン等

の職種による障がい者技能競技大会を開催する。 

 

(6) 就職氷河期世代や外国人労働者に対する支援 

 就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、希望

する就職ができず、現在も不本意ながら不安定な就労状態にある、長期間無業の状

態にあり社会参加に向けた支援を必要とする様々な課題に直面している者がいる。

今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人のライフスタイルや段階に合わせた支援が

必要である。 

 また、外国人労働者等の就業に関して特別の支援を必要とする労働者について、

その特性に応じた支援を行っていく必要がある。 

①いわて就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム24による関係団体連携による   

支援[労働局、県、東北経済産業局、市町村、関係団体] 

県内の関係機関を構成員とする、いわて就職氷河期世代活躍支援プラットフ

ォームにおいて、県内の就職氷河期世代の活躍支援策をとりまとめ、進捗管理

等を行うとともに、各界一体となった当該世代の支援に関する機運を醸成する

取組等を支援する。 

②短期資格等習得コース事業の推進、求職者支援制度、人材開発支援助成金25等に

より支援［国］ 

   不安定な就労状態にある就職氷河期世代に対して、短期資格等習得コース事

業の推進、求職者支援制度、人材開発支援助成金等により支援するとともに、就

職氷河期世代の積極的な採用や処遇向上等に取り組む企業に関する情報発信を

行う。 

③e-ラーニング講座や企業向けセミナー等の実施［県］ 

就職氷河期世代向け e-ラーニング講座、企業向けセミナー、職場見学会の実 

施により、正規雇用化を支援する。 

④地域若者サポートステーションによる支援［国、関係市］ 

長期にわたり無業の状態にある方に対して、地域若者サポートステーション

における相談支援等により、長期的・継続的な支援を行う。 

⑤外国人材の就職等に精通したキャリアコンサルタントの育成［国］ 

外国人材の就職等に精通したキャリアコンサルタントの育成を進めるととも

に、企業内でのキャリアコンサルティングの実施により外国人材の活躍や定着

につなげている企業事例の情報発信に取り組む。 

⑥定住外国人に対して、その日本語能力等に配慮した職業訓練を実施［国］ 

                         
24 いわて就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム：就職氷河期世代が抱える固有の課題（希望する就業とのギャップ、実

社会での経験不足、加齢に伴う様々な就業制約等）を踏まえ、就職・正社員化及び多様な社会参加の実現等につなげるた

め、令和元年５月、厚生労働省において、「就職氷河期世代活躍支援プラン」を策定。この支援プランに基づき、岩手県内

の関係機関・団体(経済団体、労働団体、支援機関等)を構成員とし、県内の就職氷河期世代の活躍支援策のとりまとめ、進

捗管理等を統括することを目的として令和２年７月に設置したもの。 
25 人材開発支援助成金：雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を

修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度。平

成 29年にキャリア形成促進助成金から名称が変更された。 
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定住外国人に対して、その日本語能力等に配慮した職業訓練を実施するとと

もに、公共職業能力開発施設等に定住外国人職業訓練コーディネーターを配置

し、就職支援や関係機関等との連絡調整を行う。 

【目標】 

項   目 実績 

（令和元年度） 

実績 

（令和２年度） 

各年度達成 

すべき目標 

障がい者委託訓練受講者数 ２１人 ２６人 ２６人 

介護・医療・IT分野の離職者等再就職

訓練の受講者数・就職率［再掲］ 

２７４人 

８７．２％ 

３３８人 

７８．１％ 

３４３人 

８７．２％ 

離職者等再就職訓練の就職率（県委託

訓練分）［再掲］ 
８１．２％ 

７３．６％ 

（R3.8.31現在） 
８０．０％ 

   

３ 労働者の自律的・主体的なキャリア形成の推進 

(1)  キャリアコンサルティングの推進 

   日本型の雇用慣行が徐々に変化するとともに、急速なデジタル化の進展や労働市

場の不確実性の高まり、人生 100 年時代の到来による職業人生の長期化等により、

労働者に求められる能力も変化していく。労働者が時代のニーズに即したスキルア

ップができるよう、キャリアコンサルティング等を通じて定期的に自身の能力開発

の目標や身に付けるべき知識・能力・スキルを確認することができる機会を整備す

ることが重要である。 

   ①企業へのセルフ・キャリアドックの導入支援や、ジョブ・カードを活用したキャ

リアコンサルティングの環境の整備［国］ 

      キャリア形成サポートセンターの整備等を通じて、企業へのセルフ・キャリ

アドックの導入支援や、夜間・休日、オンラインで利用できる環境等の労働者個

人がジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを利用しやすい環境

の整備を推進する。 

②キャリアコンサルタントに必要な知識・能力の習得や専門家等とのネットワー  

ク作りを促進［労働局、県］ 

相談内容の複雑化・高度化に対応するため、キャリアコンサルタントに必要

な知識・技能を身に付ける機会を確保するとともに、専門家や専門機関に関す

る情報提供や講習の実施等により、専門家に適切につなぐための知識・能力の

習得や専門家等とのネットワーク作りを促進する。 

③オンラインを活用したキャリアコンサルティングを推進［国］(再掲) 

場所を問わずキャリアコンサルティングの機会を提供できるよう、オンライ

ンを活用したキャリアコンサルティングを推進する。 

④ジョブカフェによる就業支援［県］(再掲) 

自らの適性や職業能力を的確に把握し、求められる職業能力に対応できるよ

うに、ジョブカフェにおいてキャリアコンサルティングを実施し、ハローワーク

と連携して、職業に関する相談援助、職業紹介など、若年者の就業のための一連

のサービスをワンストップで提供する。 

⑤就業支援員、県内就業・キャリア教育コーディネーターによる就業・キャリア教

育支援 [県] (再掲) 

  就業支援員や県内就業・キャリア教育コーディネーターを広域振興局や地域

ジョブカフェに配置し、若年者の職場定着支援、高校生の就職支援、就業に関す
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る相談対応などを行う。 

 

(2) 自律的・主体的な学びの支援 

    労働者自身が自らの職業能力開発・キャリア形成に責任を持ち、意欲を持って学

び続けるためには、キャリアプランの明確化に加えて、学びに関するコンテンツの

充実や情報へのアクセスの改善、学びのための費用や時間の確保、学びによる職業

能力の向上を通じて主体的にキャリアを形成できるキャリアパスの整備など幅広い

観点からの環境整備を進めていく必要がある。 

       ①教育訓練給付の対象講座の充実［国］ 

労働者の主体的な職業能力開発を支援するため、教育訓練給付の対象講座の

充実に努める。 

②教育訓練休暇や教育訓練短時間勤務制度26の普及を促進［国］ 

在職者が自発的な学び直しのための時間を確保できるよう、新たに教育訓練

休暇を導入・適用する企業に対して人材開発支援助成金により経費等を助成す

ること等により、教育訓練休暇や教育訓練短期間勤務制度の普及を促進する。 

③社内公募制27やフリーエージェント制28等の制度の普及促進［国］ 

  労働者が実務経験を通じた主体的な能力の向上や学び直しの意欲の維持・向

上が可能となるよう、社内公募制やフリーエージェント制等の導入その他の労

働者の自発性、適性及び能力を重視した的確な配置並びに処遇上の配慮が可能

となる制度の普及促進を図る。 

④学び直しに対応した在職者訓練等の充実［県］ 

労働市場の不確実性の高まりや職業人生の長期化等を踏まえ、労働者が時代

のニーズに即したスキルアップを行うための学び直しに対応した在職者訓練等

の充実を図る。 

⑤人材開発支援助成金の活用の促進［国］ 

事業主が、雇用する労働者に対し、職務に関連した専門的な知識及び技能を

修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合や、教育訓練休暇制

度を適用した場合に、経費等を助成する人材開発支援助成金の活用を促進し、

労働者のキャリア形成を支援する。 

         ⑥技能検定の活用促進［県、職業能力開発協会］ 

       技能検定制度の適正な実施を推進するとともに、技能検定制度について、学

生や若年者層のキャリア形成に資するよう積極的な活用を促進する。 

【目標】 

項   目 実績 

（令和元年度） 

実績 

（令和２年度） 

各年度達成 

すべき目標 

技能検定受検合格者数 １，２５２人 ６９２人 １，３４５人 

在職者訓練の修了者数（県実施分）［再掲］ １，８５８人 １，３８０人 １，８８０人 

 

 

                         
26 教育訓練休暇、教育訓練短時間勤務制度：事業主以外が行う教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを雇用保

険の被保険者が受けるために、必要な休暇、勤務時間の短縮を与え、職業能力の開発や向上を促進する制度。 
27 社内公募制：人材を求める部署が社内で募集をかけ、応募してきた社員の中から選抜するという異動制度。 
28 フリーエージェント制：社員が自分の経歴や能力・実績を希望部署に自ら売り込み、異動や転籍を可能とする異動制度。 
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４ 技能継承の促進 

(1) 技能の継承・発展 

     技術・技能の円滑な継承を図るとともに、関係する行政機関や事業主等との連携

の下、全国レベルの競技大会への参加促進を図り、若年層の技能への関心を高め、技

能継承に向けた取組や技能労働者の育成を進めていく。また、ものづくり分野等の

高度な技能を効果的に継承していくため、新たな技術を活用した技能承継の取組を

進めていく必要がある。 

         ①若年者のものづくり分野への積極的な誘導の推進とデジタル技術を活用した技 

能継承の取組の普及［国、県］ 

 「ものづくりマイスター」による技能伝承や、多くの人が気軽に参加できる技

能体験イベント等地域における技能振興の取組等を通じて、若年者のものづく

り分野への積極的な誘導を推進する。また、高度な熟練技能者の技能を効果的に

継承していくため、デジタル技術を活用した技能継承の取組の普及を図る。 

②技能競技大会等の実施により、若年者に対する技能の重要性、魅力を発信［国、

県、職業能力開発協会］ 

  技能競技大会の実施を通じ、学生等を含む若年者に対する技能の重要性・魅力

の発信を行う。 

③技能五輪全国大会、若年者ものづくり競技大会への参加促進 [県、職業能力開

発協会] 

      ものづくりの将来を支える若年者が、ものづくりに夢と誇りを持って取り組

めるよう、若年者を対象とした全国レベルの技能競技大会への参加を関係団体

と連携を図りながら積極的に促進するとともに上位入賞を目指す。 

   

 (2) 技能尊重気運の醸成 

     技能の重要性について県民の理解を深め、技能者の社会的評価・技能水準の向上

及び士気の高揚を図るため、優秀技能者の表彰や技能競技大会の開催支援などに努

める。 

①卓越技能者表彰や技能五輪全国大会等の技能競技大会の実施［国］ 

若年者に対する「技能」の重要性・魅力を発信するとともに、技能士について、

より社会の認知度を高め、社会的な評価や価値を高められるような取組を推進

するため、卓越技能者表彰制度の周知や、技能五輪全国大会等の技能競技大会へ

の参加を関係団体と連携を図りながら積極的に促進する。 

②岩手県卓越技能者表彰の実施 [県] 

技能尊重気運を醸成するとともに、技能者の士気高揚と技能水準の向上を図

るため、技能分野ごとの県内の第一人者と目される優秀な技能者及び今後活躍

が期待できる若手技能者を表彰する。 

【目標】 

項   目 実績 

（令和元年度） 

実績 

（令和２年度） 

各年度達成 

すべき目標 

技能五輪全国大会の出場者数 ２７人 １２人 ３０人 

技能検定受検合格者数［再掲］ １，２５２人 ６９２人 １，３４５人 
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５ 職業能力開発施設等における産業人材の育成の推進 

(1) 県立職業能力開発施設 

産業技術短期大学校など県立職業能力開発施設では、訓練内容の効果的な周知と

良好な訓練環境の整備に努めるとともに、訓練ニーズや民間との役割分担を踏まえ

ながら、高度化・多様化し発展していく産業を支える人材を育成するため、新規学卒

者や在職者を中心とした職業能力開発を効果的に実施していく。 

また、離職者等を対象とした訓練については、当該施設が４つの各広域に立地して

いる強みを生かし、地域ニーズを汲み取りながら機動的に委託訓練を実施していく。 

①学科・定員の必要に応じた見直し［県］ 

 応募者、定員充足の状況、企業の人材ニーズ、民間職業訓練、工業系などの高

校の生徒数の状況等を含め、地域における職業訓練の在り方を踏まえながら、学

科・定員について必要に応じて見直しを検討する。また、SNSによる発信やホー

ムページの充実等により、訓練内容等について積極的に PRを行う。 

②カリキュラムの充実［県］ 

 企業や産業界のニーズにマッチしたカリキュラムとするために、PDCA サイク

ルにより常に見直しを行い、技術や産業の進展等に対応していく。 

③在職者訓練の充実［県］ 

  中小企業等の職業能力開発ニーズを踏まえて、高度化・多様化する産業を支え

る人材を育成するため、県立職業能力開発施設における在職者訓練の充実を図

る。 

④離職者等再就職訓練の訓練推進体制の継続［県］ 

産業技術短期大学校本校、同水沢校、宮古高等技術専門校及び二戸高等技術専

門校による４広域での委託訓練推進体制を継続し、県内全域で円滑に委託訓練

を実施する。 

⑤再編整備基本計画に基づく訓練環境の整備［県］ 

デジタル技術に対応した機器等の導入の検討や必要に応じて改修工事を行う

ほか、経年劣化した施設の改修等を計画的に実施し、訓練環境の整備を図る。     

⑥職業訓練指導員の育成［県］ 

職業訓練指導員研修等の受講により、IT 分野等の最先端の学識・技術・技能

を有した指導員を養成する。 

 

(2) 国の職業能力開発施設 

   岩手職業能力開発促進センター（ポリテクセンター岩手）では、離職者及び在職者

を対象としたものづくり分野の職業訓練を実施しているほか、求職者支援制度の普

及及び訓練の認定や指導を行っている。ものづくり分野の高度な施設内訓練を実施

することができる県内唯一の施設であり、本県のものづくり人材の育成を進めてい

く。 

   ①ものづくり分野の人材育成のための訓練の実施［機構］ 

     地域企業の人材ニーズに即したカリキュラムにより、高度なものづくり分野

に関する専門的技能・知識を習得するための訓練を行う。 

 

(3) 職業訓練法人 

   職業訓練法人は、離職者、在職者、障がい者等を対象に、委託訓練や認定職業訓 

練等、多様な職業能力開発を実施しており、県では、認定職業訓練運営費補助等によ

り、各法人の訓練環境の整備等に努めていく。 
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     ①認定職業訓練を行う事業主等を支援［国、県］ 

     中小企業団体等が行う認定職業訓練について、運営費、施設費及び設備費等を

補助することにより、自治体と連携して支援する。 

【目標】 

項   目 実績 

（令和元年度） 

実績 

（令和２年度） 

各年度達成 

すべき目標 

県立職業能力開発施設における県内に事

業所がある企業への就職率（※） 

８０．４％ 

（５８．７％） 

７９．１％ 

（５９．３％） 
８１．２％ 

在職者訓練の修了者数（県実施分）[再掲] １，８５８人 １，３８０人 １，８８０人 

   ※ （ ）内は、県内に本社がある企業への就職率を参考数値として記載したもの。 
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第６ 職業能力開発施策の推進体制 

  職業能力開発施策の推進については、国（労働局・ハローワーク）、県などの      

行政機関を始め、機構、岩手県職業能力開発協会、関係機関及び団体等が適切な役割分

担と連携のもと施策を推進していくことが重要であることから、それぞれの役割分担を

明確にし、連携を強化し、効率的で効果的な職業能力開発を推進していく。 

また、職業能力開発の対象者や企業が必要な情報を速やかに入手することができるよ

うに、それぞれの主体において、職業能力開発に関する情報をわかりやすく、タイムリ

ーに提供することに努めていく。 

 

１ 事業主 

雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上

を図るとともに、職場での定着や生産性の向上に資するよう、その機会の確保に努め

る。 

 

２ 国（労働局、ハローワーク） 

労働局は、求職者支援制度における求職者支援訓練の実施計画の作成や地域訓練協

議会の運営を行い、関係機関と連携しながら雇用情勢に対応した職業能力開発の推進

に努める。 

ハローワークは、求職と訓練のあっせんを行うほか、きめ細かな就職支援に努める。 

 

３ 高齢・障害・求職者雇用支援機構 

雇用対策の一環として、離職者の早期再就職を図るための職業訓練を実施し、更に

は高度・先導的な職業訓練を開発し、実施するほか、事業主等が行う職業能力の開発

及び向上の促進に関する情報提供、技術的援助等に努める。 

      

４ 県 

事業主等が行う職業訓練を支援するための情報提供、相談、訓練施設・設備の貸与、

指導員の派遣、助成などを行うとともに、地域産業の人材ニーズや職業訓練ニーズを

きめ細かく把握しつつ、これに対応した職業訓練を実施する等、地域の実情に応じた

職業能力開発の推進に努める。 

  

５ 県職業能力開発協会 

事業主等の行う職業訓練・技能検定その他職業能力の開発に対する指導及び援助を

行うとともに、技能五輪全国大会への選手派遣など若手技能者の技能向上の支援に努

める。 

 

６ 関係機関及び団体 

事業主団体、職業訓練法人、小中高校、大学・専修学校等の学校、民間教育訓練機

関等にあっては、それぞれが有する本来の役割を発揮しつつ、職業訓練・職業教育に

関して相互に連携し、職業能力の開発及び向上に努める。 
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目標一覧［再掲］ 

 

項   目 基本的施策(※１) 
実績 

（令和元年度） 

実績 

（令和２年度） 

各年度達成 

すべき目標 

ＩＴ分野の在職者訓練の修了者数

（県実施分） 
１ １６７人 １２８人 １６７人 

在職者訓練の修了者数（県実施分） １・３・５ １，８５８人 １，３８０人 １，８８０人 

介護・医療・IT 分野の離職者等再就

職訓練の受講者数・就職率 
１・２ 

２７４人 

８７．２％ 

３３８人 

７８．１％ 

３４３人 

８７．２％ 

離職者等再就職訓練の就職率（県委

託訓練分） 
１・２ ８１．２％ 

７３．６％ 

（R3.8.31現在） 
８０．０％ 

障がい者委託訓練受講者数 ２ ２１人 ２６人 ２６人 

技能検定受検合格者数 ３・４ １，２５２人 ６９２人 １，３４５人 

技能五輪全国大会の出場者数 ４ ２７人 １２人 ３０人 

県立職業能力開発施設における県内

に事業所がある企業への就職率(※２) 
５ 

８０．４％ 

（５８．７％） 

７９．１％ 

（５９．３％） 
８１．２％ 

 

※１ 基本的施策－   1 産業構造・社会環境の変化を踏まえた職業能力開発の推進 

２ 全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の推進 

３ 労働者の自律的・主体的なキャリアの推進 

４ 技術継承の推進 

５ 職業能力開発施設等における産業人材の育成の推進 

※２ （ ）内は、県内に本社がある企業への就職率を参考数値として記載したもの。 

 

 


